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平成 22 年 2 月 19 日 

各      位 

社  名  株式会社カッシーナ・イクスシー 
代表者名  代表取締役社長      高橋 克典 
（JASDAQ・コード番号：２７７７）  
問合せ先  取締役管理本部長   小林 要介 
電  話  03－5725－4171 

 

定款一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 22 年 2 月 19 日開催の取締役会において「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」

を平成 22 年 3 月 29 日開催予定の当社第 31 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下

記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
Ⅰ．定款一部変更の件 
１．変更の理由 

(1)  経営環境の変化に対し迅速に対応するとともに、事業年度に対する経営責任を一層明確にする

ため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 23 条について所要の変更

を行うものであります。 
(2)  ジャスダック証券取引所が、株主・投資家保護及び公正かつ健全な市場の運営という観点から、

企業行動に係る制度整備として「上場会社の企業行動に関する規範」（以下「規範」という。）

を制定し（平成 20 年 12 月 1 日施行）、ジャスダック証券取引所に上場している会社は、取締

役会、監査役会又は委員会及び会計監査人を置く（規範第７条）こととなったため、現行定款

第５章「監査役」に所要の変更を行い「監査役会」を設置するとともに、第６章「会計監査人」

を新設するものであります。 
(3)  監査役として有能な人材を迎えることができるよう、その責任を法令で定める額の範囲内で免

除ないし限定することができる旨の規定として、定款に第 40 条（監査役の責任免除）を新設す

るものであります。 
(4)  その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更及び条数の変更を行うものであります。 

 
２．日程 

   定款変更のための株主総会開催日（予定）：平成 22 年３月 29 日 
   定款変更の効力発生日（予定）     ：平成 22 年３月 29 日 

 
 
３．変更の内容 

   変更の内容は、以下のとおりであります。 
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（下線部は変更箇所を示しております。） 

現行定款 変更案 
（取締役の任期） （取締役の任期） 
第 23 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までと

する。 

第 23 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までと

する。 
２ 補欠または増員で選任された取締役の任期は、他の在任

取締役の任期の満了する時までとする。 
＜削除＞ 

 
第５章 監査役 第５章 監査役及び監査役会 
 (監査役の設置) （監査役及び監査役会の設置） 
第 30 条 当会社は、監査役を設置する｡ 第 30 条 当会社は、監査役及び監査役会を設置する｡ 
（監査役の員数） （監査役の員数） 
第 31 条 当会社の監査役は、３名以下とする。 第 31 条 当会社の監査役は、５名以下とする。 
第 32 条 第 32 条 

～ ＜条文省略＞ ～ ＜現行どおり＞ 

第 33 条 第 33 条 
＜新設＞ （常勤監査役） 

 
第 34 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選任

する。 
＜新設＞ （監査役会の招集通知） 

  
第 35 条 監査役会の招集通知は、会日より少なくとも３日

前までに各監査役に対し発する。但し、緊急の必要がある時

はこれを短縮することができる。 
＜新設＞ （監査役会の決議の方法） 

  
第 36 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合

を除き、監査役全員の過半数をもって行う。 
＜新設＞ （監査役会の議事録） 

  
第 37 条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果

ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記

録し、出席した監査役がこれに記名押印する。 
＜新設＞ （監査役会規程） 

  
第 38 条 監査役会に関する事項は、法令または定款のほか、

監査役会において定める監査役会規程による｡ 
第 34 条          ＜条文省略＞ 第 39 条       ＜条数繰り下げ＞ 

＜新設＞ （監査役の責任免除） 

 

第 40 条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役（監

査役であったものを含む。）の会社法第４２３条第１項の賠

償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償

責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額

を限度として免除することができる。 
 ２ 当会社は社外監査役との間で、会社法第４２３条第１項

の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には

賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責

任限度額とする。 
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現行定款 変更案 

＜新設＞ 第６章 会計監査人 
＜新設＞ （会計監査人の設置） 

 第 41 条 当会社は、会計監査人を設置する。 
＜新設＞  (会計監査人の選任) 

 第 42 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 
＜新設＞ （会計監査人の任期） 

 第 43 条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時ま

でとする。 
 ２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議

がされなかったときは、当該定時株主総会において再任され

たものとみなす。 
＜新設＞ （会計監査人の報酬等） 

 第 44 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の

同意を得て定める。 
＜新設＞ （会計監査人の責任免除） 

  

第 45 条 当会社は会計監査人との間で、会社法第４２３条

第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場

合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。 

ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定め

る最低責任限度額とする。 
第６章 計算 第７章 計算 
第 35 条 第 46 条 

～ ＜条文省略＞ ～ ＜条数繰り下げ＞ 

第 38 条 第 49 条 
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Ⅱ．会計監査人選任の件 

 １．会計監査人の選任の理由 

   当社は、上記「定款一部変更の件」が第 31 期定時株主総会において承認可決されますと、ジャスダ

ック証券取引所「上場会社の企業行動に関する規範」第７条の規定により、会計監査人の設置および

監査が必要となるため、会計監査人を選任するものであります。 
   なお、本議案の提出につきましては、監査役の同意を得ております。 
 
 ２．会計監査人候補者の名称等 

 会計監査人候補者は次のとおりであります。 

監査法人の名称 
（英文名称） 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人 
（Grant Thornton Taiyo ASG） 

事 業 所 主たる事業所 
その他の事業所 

東京都港区赤坂 8-5-26 赤坂ＤＳビル西館９階 
大阪、名古屋 

沿   革 

昭和 46 年 ９月 
昭和 60 年 ９月 
平成 ３年 ４月 
平成 ６年 10 月 
平成 11 年 ４月 
 
平成 13 年 ７月 
平成 15 年 ２月 
平成 18 年 １月 
 
平成 20 年 ７月 
 

太陽監査法人設立 
元監査法人設立 
アクタス監査法人設立 
グラント・ソントン インターナショナル 加盟 
元監査法人とアクタス監査法人の合併により 
アクタス元監査法人となる 
エーエスジー監査法人に社名変更 
ＡＳＧ監査法人に社名変更 
太陽監査法人とＡＳＧ監査法人の合併により 
太陽ＡＳＧ監査法人となる 
有限責任組織形態に移行 
太陽ＡＳＧ有限責任監査法人となる 

資  本  金 178 百万円 

人  員  数 
 
 
 
 
 
 

公認会計士        116 名 
(内、代表社員 26 名、社員 23 名) 
会計士補         14 名 
新試験合格者      101 名 
その他監査従事者     52 名 
その他職員        35 名 
合    計       318 名 

概   要 
（平成 22 年１月１日現在） 

被監査クライアント数 472 社 

 
３．備考 
   当社は、平成 22 年 2 月 19 日開催の取締役会において、金融商品取引法第 193 条の２第１項及び第

２項の監査証明を行う公認会計士等の異動を決議いたしました。詳細につきましては、本日発表の「公

認会計士等の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
 

以上 


